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ウ 授業計画 
     消費者トラブル（１時間）       
   エ 授業概要 
    (ｱ)  所要時間 ５０分×１時間 
   (ｲ) 教  材 ＤＶＤ「”消費者トラブル（惨）英傑？”」（県民生活課貸出教材）、生

徒記入用プリント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
オ 内  容 

(ｱ) インターネット通販 
 (ｲ) ワンクリック請求 
 (ｳ) 悪質なマルチ商法 
カ 生徒の感想 

  ・消費者トラブルの原因には悪質な業者の様々な手口があることを知り、ＤＶＤで学

んだ知識は将来自分がトラブルに遭わないために役立つと思った。 
  ・困ったときには一人で抱え込まずに消費生活センター等に相談すればよいことがわ

かった。 
キ 成果 
 ・ＤＶＤの使用により、消費者トラブルについての知識を効率よく学ぶことができた。 
 ・トラブルに遭った際、専門機関に相談することを意識付けることができた。 

 
(3)  実践例３ 

ア 題材 
   「悪質商法について考える」（科目「経済活動と法」（２単位）３年生情報会計科） 

イ  ねらい 
    ・悪質商法についてのさまざまな事例についてグループワークとして取組み、発表を行

うことにより、消費者問題について主体的に考察し、判断する力を養う。 
ウ 授業計画 

   第６章 消費者と法（配当：１０時間） 
    １節 消費者の保護に関する法律（１時間） 
    ２節 消費者の安全（１時間） 
    ３節 生活に身近な特殊売買（１時間） 
    ４節 消費者信用（１時間） 
    ５節 販売方法の多様化と消費者の保護（６時間）    

内「悪質商法について考える」（５時間）       
    



エ 授業概要 
    (ｱ)  所要時間 ５０分×５時間 
   (ｲ) 教  材 「経済活動と法（実教出版）」、プレゼンテーションソフト、 
           生徒記入用プリント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オ 内  容 
(ｱ) グループに分かれ、悪質商法についての調べ学習 

 (ｲ) グループごとに、調べ学習をした悪質商法についてのプレゼンテーション準備 
 (ｳ) 各グループによるプレゼンテーション 
カ 生徒の感想 

  ・悪質商法について自分たちで調べ、具体例等を考えた上でプレゼンテーションを行

うことにより、深く理解することができた。 
  ・他のグループのプレゼンテーションもそれぞれ工夫がされており、楽しみながら理

解をすることができてよかった。 
キ 成果 
 ・グループワーク、プレゼンテーションを実施することにより、生徒に主体的に消費者

問題に対して取組む姿勢を身に付けさせることができた。 
 
３ おわりに 

消費者教育研究校の指定を受け、外部機関と連携して校内における消費者教育の充実を図

った。生徒の感想等からも一定の成果を上げることができたのは間違いないが、あらためて

消費者の観点から多様化する消費者問題について学んでいくことは、今後、経済社会の望ま

しい構成員となるべき商業高校生にとってはますます重要であると感じた。今後も消費者教

育としての取組みをさらに充実させ、継続的に実践していきたい。 
        
 


